
認定№ 氏名又は名称 住　　　　　　　　　所 電 話 番 号
1 ㈲フジイ設備 加茂郡白川町黒川2351 0574-77-1694
2 ㈲濃飛住宅設備 加茂郡白川町赤河399 0574-73-1212
3 ㈱和泉 美濃加茂市加茂野町加茂野191-1 0574-28-5411
4 ㈲塚本工業 加茂郡七宗町上麻生2483-1 0574-48-1221
6 ㈱長谷川商店 加茂郡川辺町上川辺31-3 0574-53-5025
7 ㈲マルセ 加茂郡七宗町上麻生2402 0574-48-1031
8 井戸吉電化時計店 加茂郡七宗町上麻生2358-10 0574-48-1075

10 加宮商店 加茂郡七宗町神渕11373 0574-46-1302
12 マルワ㈱ 美濃加茂市牧野2875 0574-24-1650
13 林工業㈱ 大垣市馬場町２ 0584-81-5316
15 野中設備 加茂郡七宗町上麻生4006-1-1 0574-48-1913
17 ㈲飯盛電気商会 加茂郡七宗町上麻生2442-2 0574-48-2211
18 杉原工業㈱ 美濃加茂市西町1-312 0574-26-4125
19 ㈲泉水道 加茂郡坂祝町酒倉1835-5 0574-25-7672
20 加茂水道工業㈱ 加茂郡川辺町中川辺83-1 0574-53-4584
21 ㈱冨士屋商店 加茂郡白川町河岐720 0574-72-1090
22 ㈲フカガワ工業 美濃市棚洞3168-36 0575-35-1100
23 ㈲アテインムライ 関市春里町２丁目1-33 0575-22-9432
24 ㈲荘加工業 関市中之保2723-1 0575-49-2705
26 スミ設備 加茂郡白川町黒川1716-2 0574-77-1354
27 ㈱榊間石油 加茂郡白川町黒川209 0574-77-2151
28 北村設備 可児市今渡1792-2 0574-63-1354
29 丸共管工㈱ 各務原市那加前洞新町４丁目89 0583-83-4336
30 ㈲中島住設 下呂市金山町菅田桐洞707-1-1 0576-33-2023
31 柿の木設備 加茂郡白川町上佐見3643 0574-76-2094
32 すがた設備 下呂市金山町菅田笹洞1940 0576-32-4656
33 ㈲マスヤ設備工業 関市中之保4468-2 0575-49-3026
34 ㈱東濃設備 可児市今2280-2 0574-65-4673
35 長島建設㈱ 加茂郡七宗町神渕9770-1 0574-46-1018
36 セキスイ管工㈱ 可児市川合2348-1 0574-62-6014
38 ㈱水企画ｱｲｹﾝ各務原支店 各務原市那加山後町１丁目240 0583-83-0710
40 中部クリーン㈱ 可児市広見在原518 0574-63-1221
41 ㈲藤井浴槽設備 加茂郡白川町切井53 0574-73-1547
42 ㈲本郷 加茂郡東白川村越原1024-5 0574-78-2705
43 松村工業㈱ 岐阜市藪田東１丁目6-5 058-271-3912
44 ㈲中島プロパン 加茂郡七宗町神渕12331 0574-46-1025
45 ㈱丸久 加茂郡七宗町川並2278 0574-48-1717
46 桂川電気産業㈱ 美濃加茂市加茂川町２丁目1-2 0574-26-3225
47 弘倫水道 可児郡御嵩町中1284-2 0574-67-8440
48 ㈲三嶋設備工業所 可児郡御嵩町中2229－3 0574-67-0125
49 ㈲加藤設備工業 関市上之保1238-1 0575-47-2519
50 安田建設㈱ 加茂郡白川町上佐見131 0574-76-2046
51 ㈲アクア東海 加茂郡白川町水戸野761 0574-72-1778
52 ㈲マルヨシ 下呂市金山町祖師野203-9 0576-35-2136
53 ㈲東濃建設前島製材所 加茂郡七宗町中麻生933-1 0574-48-1123
54 水道屋さんキタクラ 瑞穂市宮田271-8 058-328-4603
55 ㈱加藤設備 可児市塩河2823-5 0574-65-0570
56 吉田金六商店 加茂郡川辺町中川辺1702 0574-53-2109
57 ㈲西部設備 関市中之保3668-1 0575-49-3036
58 ㈱ナンピ 下呂市森1695-4 0576-24-1772
59 中野設備 下呂市金山町中切1504 0576-32-2697
60 ㈲早川水道 下呂市乗政885 0576-26-2688
61 下呂建材株式会社 下呂市森123 0576-25-2164
62 ㈲フジ住設 美濃加茂市下米田町小山339-11 0574-25-1981
63 ㈱マルタ管工 美濃加茂市加茂野町加茂野711-8 0574-25-0128
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宅内の漏水について 
 

下記の事例のように宅内漏水が発生している場合は、「七宗町指定給水装置工事事業者」に修

理をご依頼ください。 

 

事 例 

① メーター検針時に水道使用量が前回検針時より極端に増加し、宅内漏水の疑いがあり、 

水道課より個別にお知らせを受けた場合 

 

② 配管してある壁の内側や蛇口付近からシューと異音が聞こえてくる場合 

 

③ 蛇口を全部しめ、メーター器の文字盤にある銀色のパイロットが少しでも回っている場合 

 

メーター器から宅地側で漏水した水の料金はお客様の負担となります。時々漏水していな

いか調べることをお勧めします。 

 

                      ＊メータ器の種類によってパイロットの位置

が違います。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

パイロット 


